
令和３年４月１日 

コンプライアンス課 

長岡市コンプライアンス相談窓口について 
 

１ コンプライアンス相談窓口とは 

法令や「長岡市職員倫理・行動指針」「長岡市ハラスメント防止基本方針」などに反す

る行為又は反するおそれのある行為を発見した場合並びに倫理的な疑問で判断に迷う場合

は、通常であれば、各所属の上司や同僚等の対応による自浄作用が働くはずです。 

また、本市の事務事業の受託事業者や指定管理者については、本市職員の法令違反等が

疑われる行為を発見したような場合は、本市に対しその旨の報告がなされることが、本市

の事務事業を適正に遂行する上で健全な関係であるといえます。 

しかしながら、職員のそうした法令違反等が疑われる行為を、職員や受託事業者等が誰

にも相談できず抱え込んでしまう場合も想定されます。 

コンプライアンス相談窓口は、そのような場合において、通報・相談できる専門の窓口

として設置するものです。これにより、組織的な自浄作用をより一層強固なものとし、不

正行為や信用失墜を招くような行為の未然防止と早期発見に努め、職務遂行の公正性を確

保することを目的とします。 

なお、通報・相談者が不利益な取扱いを受けないよう秘密を保持します。 

 

２ 相談窓口利用対象者 

  市職員（会計年度任用職員、特別職非常勤職員を含む。）、市から事務事業を受託し、

又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員並びに指定管理者の役員及び従業員 

（※事務事業の受託事業者や指定管理者に対する相談窓口制度の周知は、所管課が委託契

約等締結時にこの写しを送付することとします。） 

 

３ 取り扱う相談内容（事例） 

次のような事柄が疑われる事案を見たり聞いたり受けたりして、職場等に相談できず、

又は相談しても適切な対応がなされずに、その取り扱いに迷う場合にはご相談ください。 

・服務規律に反する行為 ・職務専念義務に反する行為 

・「長岡市職員倫理・行動指針」に反する行為 

・「長岡市ハラスメント基本方針」に反する行為 

 （パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児又は介護に関

するハラスメント（マタニティハラスメント等）） 

 ・不適正な事務処理 ・守るべき秘密である情報の漏えい 

・不当な時間外勤務 ・要望に対する不適切な対応 

 

【注意】次のような相談は受け付けません。 

・適正な職務命令や契約の上で生じる不平不満 ・私生活上の問題 ・虚偽の通報 

・他人への誹謗中傷を目的としたもの ・私憤、敵意等個人的な感情に起因するもの 



４ 受付窓口 

  コンプライアンス課長 

※コンプライアンス課長に通報・相談しにくい事案は、別のコンプライアンス課の職員

（ハラスメントに関する相談は、人事課庶務厚生係長も可）を窓口とします。 

※コンプライアンス課長及びコンプライアンス課の職員に関する通報・相談については、

総務部長を窓口とします。 

 

５ 通報・相談の方法 

  原則、文書又はメールによるものとします。 

  ・相談様式は「職員等によるコンプライアンス通報・相談書」（別紙）としますが、記載

事項の内容を具備していれば、任意のものでもかまいません。 

  ・文書の場合、あて先を明記し「親展」と朱書き・封かんしたうえで、庁内連絡便経由

又は郵送してください。 

  ・メールの場合は、コンプライアンス課又は受付窓口個人あてに送信してください。職

員ポータルメールと外部メール、どちらもからでも受け付けます。 

  ※匿名での相談を希望する場合は、無記名で文書を送付してください。 

  ※上記による方法が難しい場合は、電話等任意の方法でも対応します。 

 

６ 通報・相談への対応 

① 内容の事実確認 

・確認は、原則、コンプライアンス課の係長以上の者で進めます。 

・客観的な事実を確認し慎重に判断する必要があるため、通報・相談者の所属等に

状況確認を行う場合もあります。この場合も、通報・相談者が特定されないよう、

また、不利益な取り扱いを受けないよう、最善の配慮をします。 

・事実確認の途中であっても、通報・相談の内容が明らかな違法行為と認められる

ときや、市民や通報・相談者、周囲の者等の身体、生命、財産その他利益に損害

を与え、又は与えるおそれのある場合には、当該行為を即刻中止するよう速やか

に暫定的な是正措置を行います。 

② 事実確認内容の報告と対応 

・事実確認の結果、コンプライアンスに反する内容が確認された場合は、通報・相

談者の所属・氏名を伏せたうえで、市長まで報告します。 

・行為者や管理・監督者の懲戒処分等に該当する疑いのある案件については、各部

局の人事担当課に報告します。 

・速やかに是正措置を行うとともに、必要に応じた再発防止策を講じます。 

・事実確認を進める上で、公益通報に該当することが判明した事案は、「長岡市公益

通報に関する要綱」により取り扱います。 

③ 対応結果の通知 

・通報・相談者に対して対応結果を通知します（通報・相談者の連絡先が不明の場

合及び通報・相談者が結果通知不要の意思を示した場合を除く）。 



７ 相談窓口体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事実確認を進める上で、公益通報に該当するものは「長岡市職員等の公益通報に関する要綱」

により取り扱います。 

受付窓口 
（コンプライアンス課長） 

通報・相談者 

・是正措置の実施 
・再発防止策の検討 
・市長へ報告 

事実確認 
（コンプライアンス課） 

対応結果を 
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事実確認の結果を 
通報・相談者へ通知 
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相談内容が 
事実でない 

 

 

 

＜コンプライアンス課＞ 

  住 所：長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト７階 

       （大手通庁舎 ７階） 

       ※ 相談は別室での対応も可能です。 

 

  外 線：３９－２３６８  FAX：３９－２３９１ 

内 線：４７－２７８０（課長）～２７８３ 

 

   メール：職員ポータル「コンプライアンス課」（受付窓口個人あても可） 

又は外部メール compliance@city.nagaoka.lg.jp 


